
条

例 

 

埼
玉
県
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
技
術
上
の
監
督
を
要
す
る
水
道
の
布
設
工
事
等
を
定
め
る 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
技
術
上
の
監
督
を
要
す
る
水
道
の
布
設
工
事
等
を
定 

 
 

 

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
技
術
上
の
監
督
を
要
す
る
水
道
の
布
設
工
事
等
を
定
め
る

条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
三
号
中
「
短
期
大
学
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
」

を
、
「
卒
業
し
た
後
」
の
下
に
「
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了

し
た
後
。
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
又
は
水

道
環
境
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
二
号
中
「
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
」
の
下
に
「
（
学
校
教
育

法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
四
号
中
「
卒
業
し
た
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
三
条
第
七
号
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
技
術
士
法
（
昭
和
五 

 

十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門 

 

に
合
格
し
た
者
（
以
下
単
に
「
合
格
し
た
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
合 

 

格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


